
　　　　　　　　　　　公　　　　告 

 
　令和８年度高知県森林整備公社造林事業実施確認委託業務について一般競争入札を
行いますので、高知県契約規則（昭和 39 年高知県規則第 12 号）第７条の規定により
公告します。入札参加を希望する者は、一般競争入札参加申請書（第１号様式、以下
「申請書」という。）を提出してください。 
 

 
　　　令和８年６月２日 
 
                                         　高知県知事　濵田　省司　 
 
 

第１　業務の概要 
（１）委託業務名   
　　　令和８年度高知県森林整備公社造林事業実施確認委託業務 
（２）業務の内容 
      高知県内６林業事務所ごとに実施する造林事業の事業区分別・事業の種類別・

造林区分別・事業主体別・施行地別に原則として検査職員が指定する施行地の四
半期ごとの現地の確認業務。    　 

　　　確認検査の内容については「令和８年度高知県森林整備公社造林事業実施確認
委託業務仕様書」のとおり。 

（３）業務の期間 
      契約締結の日から令和９年３月 25 日 

 
第２　入札参加者の資格要件 
（１）事業所の所在地 
      高知県内に主たる事業所（本社又は本店）を置く者であること。 
（２）競争入札参加資格者 
      高知県の土木関係建設コンサルタント業務（森林土木）に係る入札参加資格者

名簿に登録されている者であること。 
（３）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない

者であること。 
（４）破産法（平成 16 年法律第 75 号）に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法

（平成 14 年法律第 154 号）に基づく会社更生手続開始の申立て、特定債務等の調
整の促進のための特定調停に関する法律（平成 11 年法律第 158 号）に基づく特定

債務等の調整に係る調停の申立て又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基
づく再生手続開始の申立てのいずれも行っていない者であること。その手続を行
った者にあっては、その手続開始後に知事が別に定める手続きにより高知県測量
・建設コンサルタント等業務競争入札参加資格の再認定を受けている者であるこ
と。 

（５）高知県建設工事指名停止措置要綱（平成 17 年 8 月高知県告示第 598 号）又は指
名回避措置基準要領（平成 17 年８月 25 日付け 17 高建管第 223 号）に基づく指名
停止等の措置を受けていない者であること。 

（６）高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規定（平成 23 年３月高知
県訓令第１号）第２条第２項第５号に掲げる排除措置対象者に該当しない者である
こと。 



（７）県内に所在する事業所が都道府県税を滞納していないこと。 
（８）県内に所在する事業所が消費税及び地方消費税を滞納していないこと。 
（９）技術士法（昭和 58 年法律第 25 号）に基づく森林部門の技術士の資格を有する

者、又は一般社団法人日本森林技術協会が認定する林業技士かつ測量法（昭和 24
年法律第 188 号）第 49 号により登録された測量士で、森林・林業、森林土木に関
する測量、調査の実務経歴が７年を超える者で、常用雇用労働者（期間の定めな
く雇用されている者又は過去１年を超える期間について引き続き雇用されている
者若しくは採用時から１年を超えて引き続き雇用されると見込まれる者で雇用契
約が自動更新される者）を、当該業務の管理技術者として配置できること。 

 
第３  申請書に関すること 
（１）申請書の交付 
    ア　交付期間　この公告の日から令和８年６月 10 日（水）午後５時まで 
    イ　交付場所　〒780-0850　高知市丸ノ内１－７－52 
                  高知県林業振興・環境部 森づくり推進課（公営林担当） 

                  電話（088）821-4814 
    ウ　交付方法　直接受け取り又は高知県ホームページ「入札情報」からダウンロ

ードできます。 
（２）申請書の提出方法 

ア　提出部数　１部 

イ　提出期限　令和８年６月 10 日（水）午後５時 
ウ　提出場所　高知県林業振興・環境部　森づくり推進課 
エ　提出方法　直接持参すること。（郵送等による提出は認めない。） 
オ　費用負担　提出者の負担とする。 

（３）申請書に次に掲げる書類を各１部添付しなければならない。 
    ア　競争入札参加資格決定通知書の写し 

    イ　配置予定管理技術者（技術士等）の資格証明書の写し 
    ウ　同種業務実績証明書（第３号様式） 
 
第４　閲覧に関すること 
      設計図書、仕様書は、この公告の日から当該業務の入札の前日までの間、午前

９時から午後５時まで、高知県庁西庁舎４階において閲覧することができる（閉

庁日除く）。 
 
第５　設計図書、仕様書に関する質疑応答 

設計図書、仕様書の内容について質問がある場合は、ア及びイに従い、書面（自
由様式）を提出すること。 

    ア　書面は、高知県林業振興・環境部森づくり推進課（公営林担当）へ持参又は

郵送（書留郵便に限る）若しくはＦＡＸ（電話により着信を確認すること。）
により提出するものとする。 

    イ　書面の受付期間は、この公告から令和８年６月 10 日（水）（申請書の提出期
限）までの間、県の閉庁日を除く毎日とする。 

    ウ　質問に対する回答は、書面を受理した後速やかにＦＡＸする。 

        なお、第６の入札資格の確認通知を行う前にあっては、質問のあった者に対
して電送するとともに閲覧所において閲覧に供する。また、入札参加資格の確
認通知後は、確認通知を受けた者全員に速やかにＦＡＸするとともに、閲覧所
において閲覧に供する。 



 
 
第６　申請書の審査結果に関すること 

申請書の審査結果は、一般競争入札参加通知書（第２号様式）により通知する。 
      また、申請書を提出した者のうち当該入札に参加する資格のない者に対しては、

参加できない旨及びその理由を書面により通知する。 
      ※通知予定日　令和８年６月 15 日（月）まで 
 
第７　入札に関すること 

（１）入札予定日時 
      令和８年６月 22 日（月）　午後３時 
（２）入札予定場所 
　　　高知県庁　西庁舎３階　会議室 
（３）入札書の記載方法 
　　　入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に
記載すること。 

（４）落札者の決定方法 
    ア  予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者

とする。ただし、同価格の入札者が２者以上ある場合は、くじによって定める。 

    イ　落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10
に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その
端数金額を切り捨てた金額）をもって落札とする。 

（５）入札保証金 
　　　入札参加者は、入札執行前に高知県契約規則第９条の入札保証金を納付しなけ

ればならない。ただし、規則第 10 条第２号の規定により免除された場合は、こ

の限りではない。 
（６）最低制限価格 
    　最低制限価格を設定する。 
（７）入札の無効 
      この公告に示した入札参加資格のない者がした入札、入札者に求められる義務

を履行しなかった者がした入札、その他高知県契約規則第 21 条各号に該当する

入札は無効とする。 
    ア　入札者が不正の利益を得るために談合したと認められるとき。 

イ　入札に際し不正の行為があったとき。 
ウ　入札者又はその代理人が同一の入札について２以上の入札をしたとき。 
エ　入札書の氏名その他重要な文字及び証印が誤脱し又は不明なとき。 
オ　入札書の金額を訂正しているとき。 

カ　前各号に掲げるもののほか、入札の条件に違反したとき。 
（８）失格の入札 

最低制限価格を下回った価格の入札は、失格とする。 
（９）契約保証金 
　　　契約保証金は、高知県契約規則第 39 条及び 40 条の規定による。 

（10）契約の締結 
　　　落札者は、落札決定の日から 10 日（閉庁日を含む）以内に交付された契約書の

案に記名押印し、契約担当機関に提出しなければならない。ただし、契約担当者
が別途その期日について定めた場合はこの限りではない。 



（11）その他入札に必要な事項 
　　　別添「物品購入等一般競争入札心得」による。 
第８　特に留意すること 
（業務の体制） 

現地の確認検査は、四半期ごとに、県内６林業事務所ごとに指定された、県内一
円の造林事業施行地で行うこととなるので、10 月、12 月、1～2 月（予定）には確
認技術員（※）の業務が集中すると思われるので、配置には特段の配慮が必要とな
る。 

    ※確認技術員は、技術士、一般社団法人日本森林技術協会が認定する林業技士、

測量法（昭和 24 年法律第 188 号）第 49 条により登録された測量士、森林法（昭
和 26 年法律第 249 号）第 187 条第３項に基づく林業普及指導員（旧林業専門技術
員、旧林業改良指導員）等専門的技術を有する者でなければならない。（令和７
年度高知県森林整備公社造林事業実施確認委託業務仕様書第５の６） 

 
第９　その他 

（１）契約書の作成を要する。（契約書は別添のとおり） 
（２）提出された申請書等は返却しない。 
（３）申請書等に虚偽の記載をした場合には、当該申請書等を無効とする。 
（４）関連情報を入手する照会窓口 

高知市丸ノ内１－７－52（〒780-0850） 

      高知県林業振興・環境部　森づくり推進課（公営林担当） 
      　電　話　088－821－4814 
        ＦＡＸ  088－821－4576


